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(東京都福祉局高齢者施策推進部在宅支援課

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/koho/sumai_sasshi.html）　　　

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/koho/sumai_sasshi.html
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■ 高齢期を過ごすこ と のでき る主な住まい（ 住宅・ 施設）

※　 有料老人ホーム・ サービス付き 高齢者向け住宅・ ケアハウスのスタ ッ フ が、要介護入居者の介護やリ ハビ リ 、日常生活のお世

話などを、介護保険を利用し て行う も のを「 特定施設入居者生活介護」と いいます。自治体から こ の「 特定施設入居者生活介護」

の指定を受けるためには、介護保険法に定める基準（ 介護・ 看護職員配置等）を満たす必要があり ます。

　 　 指定を受けない場合は、自宅と 同じ く 、訪問介護など外部の介護保険サービスを利用でき ます。

　

主な特徴

・ 料金や規模、 元気な人が多いと こ ろ や要介護者が

中心など、 ホームによ る違いが大き い。

・ 入居時に前払金が必要な場合が多い。

・ ホームのスタ ッ フ が介護を 行う 場合が多い。※

・ 主に民間の株式会社などが運営する 。

・ 賃貸借契約であるこ と が多い。

・ 生活支援サービ ス の内容・ 料金は住宅によ っ て 大

き く 異なる。

・ 介護が必要にな っ た場合、 原則と し て外部の介護

保険サービス等を 利用する 。※

・ 主に民間の株式会社などが運営する 。

・ 介護が必要にな っ た際に退所を 求めら れる こ と が

ある。

・ 施設のス タ ッ フ が介護を 行う と こ ろ と 、 外部サー

ビ スの利用が必要なと こ ろ がある 。※

・ 自炊でき な い程度の健康状態にあり 、 独立し て 生

活する には不安が認めら れる 60 歳以上の方が対

象。

・ 介護保険を 使う 場合は、 自宅と 同じ く 、 外部サー

ビ スを 利用する 。

・ 要支援２ 以上で認知症の方が対象。

・ 家庭的な環境で生活でき る 。

・ グループホームのスタ ッ フ が介護などを 行う 。

・ 入居でき る のは、 グループ ホームがある 区市町村

の住民に限ら れる。

・ 原則要介護３ 以上の方が対象。

・ 重度の介護にも 対応可能。 重度者が優先的に入所

でき 、 看取り まで行う こ と も 多い。

・ 所得によ っ ては低額な費用で利用可能。

・ 個室ではな い場合も 多い。 個室の場合は一定の費

用を 要するこ と がある 。

・ 要介護１ 以上の方が対象。

・ 病院と 自宅の中間的位置付けで、 自宅復帰を 目指

し てリ ハビリ を 受けら れる 。 入所期間が短い。

・ 所得によ っ ては低額な費用で利用可能。

・ 個室ではな い場合も 多い。 個室の場合は一定の費

用を 要するこ と がある 。

概　 　 要

高齢の入居者に、食事や生

活サービ ス、介護を 提供す

る 施設

安否確認や生活相談等の

生活支援サービ ス を 提供

する バリ ア フ リ ー構造の

高齢者向け住宅

独立し て 生活する に は不

安がある 低所得高齢者が、

低額な 料金で 利用で き る

施設

都市部等にお いて 面積要

件を 緩和し 、家賃等の利用

料を 低額に抑え た 軽費老

人ホーム

認知症高齢者が５ ～９ 人

の少人数で 共同生活を 送

り ながら 、介護や身の回り

の世話などを 受ける施設

常時介護が必要で 在宅介

護が困難な高齢者に、生活

全般にわた る 介護サービ

ス を 提供する 介護保険施

設

病状は安定し た も のの自

宅で の生活が困難な 高齢

者に、医療ケ ア と 介護、生

活サービ ス な ど を 併せて

提供する 介護保険施設

種　 　 類

（ か所数／定員（ 戸）数）

有料老人ホーム

（ 724か所／43,680名）

サービ ス付き

高齢者向け住宅

（ 289か所／11,229戸）

軽費老人ホーム

（ ケアハウス）

（ 42か所／2,057名）

都市型軽費老人ホーム

（ 52か所／886名）

認知症高齢者

グループホーム

（ 584か所／9,896名）

特別養護老人ホーム

（ 485か所／43,390名）

老人保健施設

（ 191か所／20,731名）

か所数・ 定員（ 戸）数： 2016年４ 月１ 日現在（ 東京都内）
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入居ホームにて、ホームスタ ッ フ が立

てたサービ ス計画に基づき 、ホームス

タ ッ フ から サービスを受ける

入居ホームにて、（ 自宅にいる と き と 同

様に）入居者自身が選択・ 契約し た外部

サービス事業者から サービスを受ける

介護が必要と なっ た場合には、契約を

解除し 退去し なければなら ない

介護付

有料老人ホーム

（ 596か所／

         38 ,918名）

住宅型

有料老人ホーム

（ 128か所／4,762名）

健康型

有料老人ホーム

（ 東京都内になし ）

介護

専用型

混合型

介護サービスの提供方法

入居時要件・ 入居でき る方

（ 要介護認定別）ホームの類型

×

  ○※

  ○※

○

×

○

○

×

○

○

○

×

要支援自　 立 要介護
（ か所数／定員数）

か所数・ 定員数： 2016年４ 月１ 日現在（ 東京都内）
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ア　 利用権方式

イ 　 賃貸借方式

ア　 前払金方式

イ 　 月払い方式

ウ　 選択方式

終身にわたっ て必要な家賃等（ 敷

金を 除く 。）の全額又は一部を 前

払金と し て一括し て支払う 方式

前払金を 納めず、家賃等（ 敷金を

除く 。）を月払いする方式

前払金方式、月払い方式のいずれ

かを選択できる方式

・ 入居時にまと まっ た費用が必要と なる。

・ 毎月の利用料は少なく て済む。

・ 入居時にまと まっ た費用が必要ない。

・ 敷金が必要になる場合がある。

・ 月払い方式の家賃が前払金方式よ り も

高額に設定さ れているこ と がある。

建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借

契約以外の形態で 、居住部分と 介護

や生活支援等のサービス部分の契約

が一体と なっ ている方式

賃貸住宅における居住の契約形態で

あり 、居住部分と 介護等のサービ ス

部分の契約が別々になっ ている方式

こ のう ち 特約によっ て入居者の死亡

を も っ て契約を 終了する と いう 内容

が有効になる 方式を 終身建物賃貸借

方式と いう

一体

別々

なし

・ 借地借家法

・ 高齢者の居住の安定

確保に関する法律

概　 　 　 要

概　 　 　 要

居住の契約方法

居住部分と
サービス部分
の契約

根拠法

利用料の支払い方式 留　 意　 点
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コ 　 ラ 　 ム 有料老人ホームと サービス付き 高齢者向け住宅の違い

　 有料老人ホームと サービ ス付き 高齢者向け住宅は、似ている と こ ろ も 多く 、その違いが分かり にく い面があ

り ます。一言でその違いを 表すのは難し いですが、有料老人ホームと サービ ス付き 高齢者向け住宅は、以下の

表のよ う に基準や特徴に違いがあり ます。

※１ ： こ れら のサービ スを 提供し ている場合、老人福祉法の有料老人ホームに当たり ますが、サービス付き 高齢者向け住

宅に登録し た場合、有料老人ホームの届出義務は課さ れないと いう 関係にあり ます。

※２ ： 登録要件ではあり ませんが、ほと んどのサービス付き 高齢者向け住宅では食事が提供さ れています。

　 両者の違いの概要を 示し まし たが、有料老人ホームも サービ ス付き 高齢者向け住宅も 個々に違いがあり ま

す。最終的に選ぶ際には、複数のホーム・ 住宅の情報を 集め、し っ かり と 説明を 受けて比較検討し 、最適な住ま

いを 見つけまし ょ う 。

サービス付き 高齢者向け住宅

主と し て賃貸借契約

一般的に月払い方式

原則25㎡以上

緊急時対応（ 東京都）・ 安否確認・ 生活

相談を 行う こ と が登録要件（ ※２ ）

登録（ 任意）【 高齢者の居住の安定確保

に関する法律】

一定基準を 満たさ なければ登録でき

ない。

・ プ ラ イ バシーがよ り 重視さ れて お

り 、自立的・ 自律的な暮ら し

・ 自己責任のも と 自由度の高い生活

・ 原則と し て 借地借家法に よ り 、契

約し た住戸での継続居住が保障さ

れる 。

・ 要介護度が重度化し た時等は、再度

住み替えが必要と なる 場合がある。

有料老人ホーム

主と し て利用権契約

前払金方式のと こ ろ が多く 、返還金の

ト ラ ブルに注意が必要

13㎡以上（ 東京都）

食事、介護、家事、健康管理のいずれか

を行えば有料老人ホームに該当（ ※１ ）

届出（ 義務）【 老人福祉法】

指針に基準はある が、基準を 満たし て

いないホームにも 届出義務がある 。

・ 居室は個室だが、共同生活の要素が

強く 、協調的な暮ら し

・ 管理的ではある が安心度は高い。

・ 介護付有料老人ホームでは、原則、ど

の居室でも 一体的な介護を受けるこ

と が可能。ただし 、ホームによっては、

要介護度が重度化し た際に、介護専

用居室等への移動があり 得る。

項　 　 目

契約方法

利用料の支払い方式

居室面積

最低限の生活支援

サービ ス

事業を 行う 際の行政へ

の手続

介護サービス

生活について

居室移動や住み替え

住宅・ ホームご と

に提供さ れる介護

サ ー ビ ス は 異 な

り 、自由に サービ

スを 選択するこ と

ができる。

ホ ー ム・ 住宅

内で一体的な

介護が可能 介護保険は外部サービ スを 利用

住宅型

特定施設入居者生活介護（ 5ページ）介護付

介護付の場合、介護保

険法の基準を満たすこ

と が必要

　 有料老人ホームと サービ ス付き 高齢者向け住宅は、似ている と こ ろ も 多く 、その違いが分かり にく い面があ

り ます。一言でその違いを 表すのは難し いですが、有料老人ホームと サービ ス付き 高齢者向け住宅は、以下の

表のよ う に基準や特徴に違いがあり ます。

※１ ： 既存建築物等の活用の場合等の特例があり ます。

※２ ： こ れら のサービ スを 提供し ている場合、老人福祉法の有料老人ホームに当たり ますが、サービス付き 高齢者向け住

宅に登録し た場合、有料老人ホームの届出義務は課さ れないと いう 関係にあり ます。なお、平成27年４ 月１ 日よ り 、

サービス付き 高齢者向け住宅のう ち 有料老人ホームに該当する も のは、有料老人ホームの指針（ 一部除く 。）の対象と

なり まし た。

※３ ： 登録要件ではあり ませんが、ほと んどのサービス付き 高齢者向け住宅では食事が提供さ れています。

　 両者の違いの概要を 示し まし たが、有料老人ホームも サービ ス付き 高齢者向け住宅も 個々に違いがあり ま

す。最終的に選ぶ際には、複数のホーム・ 住宅の情報を 集め、し っ かり と 説明を 受けて比較検討し 、最適な住ま

いを 見つけまし ょ う 。

サービス付き 高齢者向け住宅

主と し て賃貸借契約

一般的に月払い方式

原則25㎡以上

緊急時対応（ 東京都）・ 安否確認・ 生活

相談を 行う こ と が登録要件（ ※３ ）

登録（ 任意）【 高齢者の居住の安定確保

に関する法律】

一定基準を 満たさ なければ登録でき

ない。

・ プ ラ イ バシーがよ り 重視さ れてお

り 、自立的・ 自律的な暮ら し

・ 自己責任のも と 自由度の高い生活

・ 原則と し て 借地借家法に よ り 、契

約し た住戸での継続居住が保障さ

れる 。

・ 要介護度が重度化し た時等は、再度

住み替えが必要と なる 場合がある。

有料老人ホーム

主と し て利用権契約

前払金方式のと こ ろ が多く 、返還金の

ト ラ ブルに注意が必要

13㎡以上（ 東京都）（ ※１ ）

食事、介護、家事、健康管理のいずれか

を行えば有料老人ホームに該当（ ※２ ）

届出（ 義務）【 老人福祉法】

指針に基準はある が、基準を 満たし て

いないホームにも 届出義務がある 。

・ 居室は個室だが、共同生活の要素が

強く 、協調的な暮ら し

・ 管理的ではある が安心度は高い。

・ 介護付有料老人ホームでは、原則、ど

の居室でも 一体的な介護を受けるこ

と が可能。ただし 、ホームによっては、

要介護度が重度化し た際に、介護専

用居室等への移動があり 得る。

項　 　 目

契約方法

利用料の支払い方式

居室面積

最低限の生活支援

サービ ス

事業を 行う 際の行政へ

の手続

介護サービス

生活について

居室移動や住み替え

住宅・ ホームご と

に提供さ れる介護

サ ー ビ ス は 異 な

り 、自由に サービ

スを 選択するこ と

ができる。

ホ ー ム・ 住宅

内で一体的な

介護が可能 介護保険は外部サービ スを 利用

住宅型

特定施設入居者生活介護（ 5ページ）介護付

介護付の場合、介護保

険法の基準を満たすこ

と が必要

平成28年4月1日より、
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